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景観計画骨子の作成について 

 

１ 景観行政団体移行の手続き 
   景観法を活用した景観行政を推進するためには、景観行政団体へ移行しなければなりません。 

   ただし、移行に当たっては、東京都と協議し、同意を得ることが法に定められています。 

   協議においては、今後、区が目指す景観形成の方針や基準を示した計画（案）を示すことが必須

事項とされています。今年度は、景観計画の骨子を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 景観法に基づく景観計画 

   景観計画は、景観法に基づく計画であるため、法で定めることが義務付けられた内容があります。 

   それらを踏まえると、（仮称）文京区景観計画の基本的な構成は概ね下図のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料第４号 

文京区 

景観特性を生かした

景 観 形 成 の 推 進 

東京都 

（景観行政団体） 

景観計画(案)作成 

景観行政団体 

景観計画策定 景観計画策定 
 同意 

協議 

文京区 

東京都景観計画 

 ○神田川景観基本軸 

 ○文化財庭園等景観形成特別地区 

 （小石川後楽園、六義園、旧岩崎邸庭園） 

景観施策 

 ○文京区景観基本計画 

 ○文京区景観ガイドライン 

 ○文京区色彩ガイドライン 

 ○文京区屋外広告物景観ガイドライン 

関連計画等 

 ○改定文京区都市マスタープラン 

 ○絶対高さ制限 など 

引継 

反映 

（仮称）文京区景観計画 

4 行為の制限に関する事項（景観形成基準②） 

5 行為の制限に関する事項（景観形成基準③） 

 

 

区 

独自 

10 景観形成の支援策 

 

 

区 

独自 

1 景観計画区域 

2 良好な景観形成に関する方針 

3 行為の制限に関する事項（景観形成基準①） 

 

必須

事項 

6 届出対象行為・規模 

7 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定方針 

 

必須

事項 

8 屋外広告物の表示等の制限に関する事項 

9 景観重要公共施設の整備に関する事項 

選択

事項 
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（仮称）文京区景観計画に定める事項 

 

検討の方向性 

３ 景観計画に定める事項と検討の方向性 

区民との意見交換会 

 

１ 目的 

  区民の目線から見た「文京区らしさ」を

感じる景観などについて、広く景観計画に

反映させるため実施します。 

 

２ 主なテーマ 

 ○「文京区らしさ」を感じる要素・場所・

景色などについて（好きな景観、残した

い景観） 

 ○「文京区らしさ」を守り育てるための方

策について 

 ○重点的に景観形成に取り組む地区の選

定指標（案）について     など 

 

３ 意見反映の主なポイント 

主なテーマについて議論していただき、

景観形成基準の検討等に活かします。 

 

４ スケジュール 

 ・第１回：７月下旬～８月上旬 

・第２回：９月中旬～下旬 

  都市マスタープランで示された地域区

分による５地域（都心地域、下町隣接地

域、山の手地域東部・中央・西部）で開

催 

区
独
自
に
定
め
る
事
項 

必 

須 

事 

項 

文京区全域を景観計画区域とします。 

（仮称）文京区景観計画は改定都市マスタープランの下位計画と位置付けられることから、

改定都市マスタープランの「景観形成の方針」を踏まえ、また、これまでの取組を踏まえな

がら、今まで以上に地域の個性を生かした文京区らしい景観を創出するという観点から、景

観基本計画の目標や基本方針を踏まえて検討します。 

区内全域に共通する基準 

これまでの取組を踏まえながら、東京都景観計画の内容を引き継ぎ、景観ガイドライン及

び東京都景観計画を基に、区内全域に共通する基準を検討します。 

「文京区らしさ」を構成する要素や特性、地域の魅力などを守り生かすための基準 

これまで以上に地域の個性を生かした景観を創出するよう、「文京区らしさ」を構成する

要素や特性、立地などをより際立たせる基準を検討します。 

 

重点的に景観形成に取り組む地区についての基準 

地区固有の資源や特性を生かし、特に良好な景観形成を重点的に推進する地区を定め、地

域住民との協働（ワークショップや説明会）により基準を検討します。 

選定については、客観的な選定指標に基づき、１地区を選定します。 

景観形成基準に応じて、これまでの取組よりさらにきめ細かい景観形成を図るよう検討しま

す。 

地域のシンボルとなっている建造物や樹木を所有者の意向を踏まえ、指定していくことを検

討します。 

これまでの取組（屋外広告物景観ガイドライン）を踏まえて検討します。 

地域のシンボルとなる公共施設の指定や、その整備・占用許可に関する事項を検討します。 

区民ひとりひとりが行う景観づくりを支援する仕組みの導入を検討します。 区
独
自 

必 

須 

事 

項 

選 

択 

事 

項 

・・・景観計画の対象となる区域 

１ 景観計画区域 

 

・・・景観形成の基本的な考え方、目指すべき景観像など 

２ 良好な景観形成に関する方針 

 

・・・建築物等の配置・形態意匠・外構・緑化などにつ

いて、指導、勧告、変更命令等を行うための基準 

３ 行為の制限に関する事項（景観形成基準①） 

 

・・・景観形成基準の対象となる建築物等の行為・規模 

６ 届出対象行為・規模 

 

・・・良好な景観形成のために重要な建造物又は樹木の
指定方針 

 

７ 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定方針 

・・・良好な景観を形成するための屋外広告物の規模、
設置、色彩、デザインなどについての基準 

 
 

８ 屋外広告物の表示等の制限に関する事項 

 

・・・良好な景観形成のために重要な道路、河川、都市
公園などの整備に関する方針 

 
 

９ 景観重要公共施設の整備に関する方針 

・・・区民が行う景観づくり活動の支援など 

10 景観形成の支援策 

４ 行為の制限に関する事項（景観形成基準②） 

５ 行為の制限に関する事項（景観形成基準③） 
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４ 検討の進め方 

 （１）検討体制 

〇景観審議会、景観計画検討委員会及び景観計画検討庁内連絡会で検討を進めます。 

○意見交換会やパブリックコメントを実施し、広く区民からの意見を聴取し、景観計画の策定に反映させます。 
 

・景観計画検討委員会 

構成員（１９名） 

学識経験者 ６名 景観審議会委員２名、業界団体代表者２名（東京都建築士事務所協会、東京屋外広告協会）、

文京区景観アドバイザー２名 

 区民 ５名 公募による区民 

 区職員 ８名 庁内関係部署 

 

・景観計画検討庁内連絡会  

構成員（１５名）：庁内関係部署の区職員で構成 

 

（２） 検討スケジュール 

○平成 23年度から平成 25年度 

平成２3年度：景観計画骨子のまとめ 

平成 24年度：景観計画素案作成、景観行政団体移行 

平成 25年度：景観計画策定・施行 

   

 
２３年度 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

基礎調査                                     

景観審議会                                     

検討委員会                                     

検討庁内連絡会                                     

意見交換会                                     

パブリックコメント・区報                                     

都協議                                     

重点地区ワークショップ                                     

 

＜検討内容＞ 
 

○景観行政団体移行について 

○景観計画に定める事項と検討の方向性につ

いて 

○重点的に景観形成に取り組む地区の選定に

ついて 

 

骨子(案)作成 

＜検討内容＞ 
 

○景観形成方針について 

○景観形成基準について 

〇その他景観計画に定める事項に関する検討方針について 

○重点的に景観形成に取り組む地区の決定について 

 

③ 

③ 

③ 

① ② 

① 

① 

② 

② 

継続 

骨子のまとめ 

＜検討内容＞ 
 

○景観計画骨子の作成について 

○その他 

 


